
平成 27 年度 第 1 回千曲市林業振興協議会 次第 

 

日時：平成 2７年 4 月 17 日 午後 2 時 

場所：上山田庁舎 302 会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．自己紹介 

 

４．協議事項 

 

（１）平成２７年度事業予定について 

 

（２）千曲市における今後の松くい虫防除対策について 

 

（３）その他 

 

 

５．その他 

 

（１）長野地方事務所林務課より 

 

（２）千曲市森林整備計画について 

 

（３）「第９回みんなで育てる協働の森づくり」日程 

春の植樹祭   ５月９日（土）（「長野地域森林
も り

と緑の祭典」と併催） 

秋の育樹祭 １０月１０日（土） 

 

６．閉 会 



○千曲市林業振興協議会要綱 

平成 15年 9月 1日 

告示第 122号 

(設置) 

第 1条 林業の健全な振興発展を図るため、千曲市林業振興協議会(以下「協議会」

という。)を置く。 

 

(所掌事項) 

第 2条 協議会は、林業の活性化、経営基盤の強化を図るため、次に掲げる事項につ

いて協議し、その推進を図るものとする。 

(1) 森林整備計画及び施業に関すること。 

(2) 林業生産基盤の整備に関すること。 

(3) 学有林等森林の利用に関すること。 

(4) 国土保全並びに森林病害虫及び自然保護に関すること。 

(5) 林業の経営、林業後継者の育成及び林業関係団体に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、林業振興に関する事項 

 

(組織) 

第 3条 協議会は、委員 16人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 農林業関係者 

(2) 農林業関係団体が推薦する者 

(3) 千曲市区長会連合会が推薦する者 

(4) 学識経験のある者 

(5) 公募による者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

 

(会長及び副会長) 

第 4条 協議会に会長 1人及び副会長 1人を置き、委員が互選する。 

2 会長は協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(任期) 

第 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期

間とする。 

2 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された委員の任期は、その在職期間と

する。 



 

(会議) 

第 6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。 

 

(庶務) 

第 7条 協議会の庶務は、経済部農林課において行う。 

 

(その他) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 15年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 12月 7日告示第 64号) 

この要綱は、平成 23年 12月 7日から施行する。 

附 則(平成 25年 10月 10日告示第 82号) 

この告示は、平成 25年 10月 10日から施行する。 

 

 



（１）平成２７年度事業計画について 

 

１．民有林整備事業（Ｈ27予算 2,609千円 -30.3％） 

・森林づくり推進支援金活用事業補助金（県[森林税]10/10） 

① 里山景観整備事業 13件（区・自治会、営林組合等を対象） 780千円 

② 協働による森林づくり事業 2件（一般市民及び小中高等学校の児童生徒を対象） 

 200千円 

・千曲市森林整備事業補助金（県[森林税]1/2・市 1/2） 

森林造成事業（国庫補助）に要した経費から国又は県の補助金を差し引いた額の 10分

の 10以内を補助する嵩上げ補助。（個人及び営林組合等を対象）搬出間伐 15ha  

1,623千円 

（その他 市の予算化を要せず林野庁より地域協議会を通じて直接交付する事業として 

「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」 対象団体 7件 約 2,500千円） 

 

 

２．市有林管理事業（H27予算 33,209千円 +9.38％） 

・市有林巡視業務 611千円 

・市有林支障木等伐採処理委託 3,000千円 

・市有林整備事業委託 

森地区搬出間伐   33ha   21,450千円 

間伐エリア外周測量委託  2㎞  220千円 

市有林境界整備委託料       500千円 

森林の里親森林整備委託      500千円 

・市有林貸付料の徴収支払事務、団体負担金、委員報酬ほか 

 

３．松くい虫防除対策事業（H27予算 53,255千円 ±0％） 

・薬剤散布委託 空中散布 125ha 7,500千円 

       地上散布 0.3ha  210千円 

・被害木伐倒駆除委託 1,500㎥  39,750千円 

・安全確認調査委託 農薬成分測定調査 7個所 56検体 2,091千円 

 



４．緑化推進事業（H27予算 2,040千円 +0.39％） 

「協働の森づくり」事業費 

・苗木代、仮設トイレ借上げ、トン汁材料費 

・地拵え委託費、木育活動委託費、手直し作業委託費 

５．野生鳥獣保護管理対策事業（H27予算 487千円 +2.09％） 

・鳥獣出没通報対応（クマ、イノシシ、ニホンジカ、カモシカ、サル、ハクビシン、アナグマ、タヌキ、キツネ、フクロウ、ハト） 

・野生鳥獣の捕獲許可事務 

・カモシカの個体数調整（2月下旬予定） 200千円 

・ツキノワグマ対策（注意看板の設置等） 

・緩衝帯整備事業（農業振興係で予算措置したため廃止）  

 

６．林道管理事業（H27予算 38,942千円 -16.8％） 

・林道等維持管理業務委託（シルバー４名） 4,571千円 

・林道等除草業務委託料   6,000ｍ    1,050千円 

・林道佐野山線舗装工事 100m       3,500千円 

・林道中原入線舗装工事 600m       18,000千円 

・林道作業道崩落土砂撤去重機借上げ    2,000千円 

・林道作業道修繕料            3,000千円 

・林道台帳の作成（北山線）        1,360千円 

Ｈ25年度の繰越事業 

・林道中原入線舗装工事（国補）      7,430千円 

 

７．市民の森管理事業（H27予算 6,768千円 ±0％） 

大池森林総合施設を含む大池市民の森の管理。 

・指定管理委託 (株)森選組 4,000千円 

・施設修繕料        2,300千円 

・保守点検委託        384千円 

 

８．森のエネルギー推進事業（H26予算 500千円 0％） 

地球温暖化防止に寄与するため、木質バイオマス（ペレット・薪）を活用したストーブ、

ボイラーの普及を促進し、併せて里山資源の有効活用を図る。 

 

・設置補助金 ペレットストーブ又はボーラー  3台（100,000円） 

薪ストーブ          20台（10,000円） 



 

９．その他 

・若宮､羽尾､須坂､上徳間､内川､千本柳財産区議会の運営事務、財産区有林の管理 

・聖高原樺平保健休養地管理組合の運営事務 

・千曲市猟友会の運営事務 

 



（２）千曲市における今後の松くい虫防除対策について 

◎松くい虫防除対策事業薬剤空中散布説明会での質疑内容について 

 

日時場所 平成 27年 4月 9日 19：00～20：30 上山田庁舎 302会議室 

出 席 者  5 名  

 出席者および意見等の状況（前年との比較） 

内    容 H26 H27 前年差 備考 

出 席 者 3 5 +2 
H26の出席者はそれぞれ意見書を提出 

H27は意見書の提出なし 

メール及び 

葉書による意見 
6 1 -5  

    

 

（1）空中散布の効果について 

 ①空中散布による効果をわかりやすい方法で示してほしい。 

 

（2）健康被害について 

  ①空中散布による胎児や乳幼児の脳神経への影響や発達障害など健康被害が心

配される。影響を考慮して上田はやめている。 

  

②健康被害に関する相談窓口は、市内の千曲中央病院、上山田病院だけでなく、

農薬の専門医のいる佐久総合病院も窓口に加えてほしい。 

 

（3） 空中散布を行う散布区域について 

①毎年同じような場所に散布を行っているがなぜか。 

 

（4）松枯れの原因について 

    ①松枯れは、松くい虫のみが原因ではなく、酸性雨の影響もあると思われる。 

   土壌改良による対応方法もあるのでは。 

 

 

（5）その他 

  ①小鳥や蝉の減少などにも影響がでていると感じる。 


